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○ こう

必要とす

があり、

資質の向

 

○ また、

医療・福

向け、専

る必要が

（２）介護

○ 介護人

いく必要

  介護人

平成３７

  そのた

る者を維

分野に定

した方向性

する人材を

、県におい

向上に努め

市町村担

福祉に精通

専門知識を

がある。 

・看護人材

人材や看護

要がある。

人材につい

７年度には

ためには、学

維持・増加

定着するよ

性を踏まえ

を確保する

いては、あ

める必要があ

当部局にお

した人材を

有する職員

材 

護人材等、サ

 

いては、現在

は２３７～２

学卒就職者

させるとと

う、処遇の
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、市町村は

ことができ

いち介護予

ある。 

おいても、

を確保する

員の育成や

サービスの提

在（平成２

２４９万人

者やハロー

ともに、離職

の改善など

は、管内の

きるよう、

予防支援セ

保健師や社

とともに、

、適切な人

提供に関わ

２４年度）の

人が必要と推

ワークなど

職して他産

どに取り組む

の各地域包括

人材の育成

センターの研

社会福祉士

継続的なシ

人事ローテー

わる人材につ

の１４９万

推計されて

どを通じて新

産業へ流出

む必要があ

括支援セン

成に取り組

研修により

士など地域の

システムの

ーションに

ついても確

万人（全国）

ている。（図

新たに入職

していく者

ある。 

〔図 18

資料：厚

ンターが

組む必要

り職員の

の保健・

の実現に

に配慮す

確保して

）から、

18・19） 

職してく

者が介護

8〕
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○ このた

介護分野

もらうた

場への不

場体験に

事業所の

るととも

ている。

○ 今後の

リアパス

が検討さ

において

○ また、

職員需給

の９４．

いる。し

者の伸び

確保して

看護業務

ため、現在

野で働く魅

ための社会

不安や疑問

による再就

のマッチン

もに、処遇の

 

の方向性と

スの確立、

されており

て具体策を

看護職員

給見通し（

０％から

しかしなが

びが期待で

ていくため

務に従事し

、県におい

魅力を伝え、

会福祉施設へ

問の解消を図

就職支援や、

ング、専門相

の改善を始

して、国に

③職場環境

、こうした

を打ち出して

については

（平成２３～

平成２７年

ら、少子化

できない状況

めには、県に

していない方
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いては教育現

、将来の仕事

への見学会

図るための

、大学等へ

相談員の助

始めとした人

においては

境の整備・

た動向を注

ていくこと

は、平成２

～２７年）」

年に９８．

化の進行等に

況になって

において、

方の再就業

現場（高校

事の選択肢

会の開催や、

のセミナーの

の訪問活動

言・支援に

人材確保策

は、４つの視

改善、④処

注視しながら

が必要であ

２年１２月

」によると

９％と年々

により看護

ているため、

離職防止対

業支援を推進

生、教員等

肢の一つと

、就職希望者

の開催、潜在

動・合同面接

による離職防

策に関する国

視点（①参入

処遇改善）に

ら、介護保険

ある。 

月に策定さ

と、その充足

々向上してい

護師等学校養

、今後、必要

対策及び、資

進する必要

〔図 1

等）を対象に

して関心を

者に対する

在的有資格

接会による

防止策を講

国への要請

入の促進、

による人材

険事業支援

れた「愛知

足率は平成

いくと見込

養成所から

要な看護職

資格を持ち

要がある。 

19〕 

資料：

に福祉・

を持って

る介護現

格者の職

る人材と

講じてい

請も行っ

②キャ

材確保策

援計画等

知県看護

成２３年

込まれて

らの新卒

職員数を

ちながら
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（３）元気な

○ 地域包

齢者が生

らしの高

暮らし続

生活支援

そこで

確保でき

つながっ

生

な高齢者の

包括ケアに

生活支援の

高齢者等が

続けること

援サービス

で、高齢者の

きるとともに

っていく。

生活支援サ

の社会参加

に必要な人材

の担い手とし

が増加する中

ができる人

スを提供する

の社会参加

に、担い手

（図 20） 

 

サービスの充
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材の確保と

して活躍し

中で、見守

人は多く、

ることが必

加をより一層

手となる元気

充実と高齢

して欠かせ

してもらうこ

り等ちょっ

ボランティ

必要となって

層推進する

気な高齢者

齢者の社会参

せないのが

ことである

っとした支え

ィア、ＮＰＯ

てくる。 

ることによ

者の生きがい

参加〔図 20〕

が、地域の元

る。今後、ひ

えがあれば

Ｏ等多様な

り、必要な

いや介護予

資料

〕 

元気な高

ひとり暮

ば地域で

な主体が

な人材が

予防にも

料：厚生労働省省 
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４ 住まい・住まい方 

 

○ 単身や夫婦のみの高齢者世帯の増加が今後も見込まれる中、地域包括ケア

システムの構築に向け、地域生活の も基本的な基盤である高齢者の住まい

の確保は今後ますます重要となる。 
 

○ 地域包括ケアシステムでいう住まいは、高齢者のプライバシーと尊厳が十

分に守られた住環境を意味しており、これが在宅生活を継続する上での土台

となるが、この住まいを詳しく表現すると、住まいと住まい方ということに

なる。それぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、その中で生活支

援サービスを利用しながら個人のプライバシーと尊厳が確保された生活（住

まい方）が実現されることが望まれる。 
 

○ 高齢者の住まいが持ち家の場合、高齢者自身も介護環境の整備に努めるこ

とが重要である。手すりやスロープの設置のほか、例えば居室間の壁を取り

払うなどの方法により、自宅で介護環境を改善し、より機動的に介護サービ

スを受けることができるようになる。こうした自助による工夫も重要である。 
 
○ 一方、ライフステージに応じた住み替えという選択肢も必要である。自宅

や介護保険施設以外の、有料老人ホームなどの高齢者の住まいは２６頁の表

４のとおりとなっている。このうち、サービス付き高齢者向け住宅は、バリ

アフリー等の配慮がなされた住まいで一定の生活支援を受けることができ

れば、地域での継続的な居住が可能になる人も多いことから、平成２３年度

に創設されたものである。 
 
○ このサービス付き高齢者向け住宅は、所得により入居制約を受けることは

ないが、民間事業者が整備する住宅であるので、家賃やサービス料金なども

種々あり、低所得者にとって必ずしも入居しやすい住宅ばかりではない。そ

こで今後も、所得の低い要介護者が、地域において安心して暮らせるように

するための住まいを確保する必要がある（図 21）。 
低所得者向けの住宅としては、公営住宅があるが、要介護の高齢者向けと

はなっていないことから、住宅部局と福祉部局が連携し、低所得の要介護者

向けの公的賃貸住宅の提供を検討することも必要となってくる。 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高

住ま

※高

 住

高齢者の住ま

まいと高齢者

高専賃・高優賃

住宅が創設され

い〔表 4〕 

者の所得・身

※ 

※ 

賃の制度が改

れた。 

身体状況〔図

正され、サー
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図 21〕

ビス付き高齢齢者向け 

資料：東京京大学高齢社会総

資料：厚

総合研究機構
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